
 

2023 年 8 月 4 日 

各      位 
会 社 名 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 野 崎 秀 則 

（東証スタンダード市場・コード番号２４９８） 
問合せ先 取締役統括本部長 森 田 信 彦 

 ＴＥＬ ０３－６３１１－６６４１ 
 

特別調査委員会の設置及び 
2023 年９月期第３四半期決算短信開示の延期に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、特別調査委員会の設置及び 2023 年８月 14 日に予定しており

ました 2023 年９月期第３四半期決算短信開示の延期について決議いたしましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 
 

記 
 
１．特別調査委員会の設置の理由 

2023 年 2 月 27 日から行われた当社連結子会社である株式会社オリエンタルコンサルタンツ（以

下、「OC」という。）に対する定期税務調査において、協力会社（下請業者）への委託費及び経費につ

いて、協力会社の役務提供を受けた案件ではなく、別の案件に計上している（以下、「原価付け替え」

という。）との指摘を受け、同年 4 月 27 日からの OC 社内調査、並びに、同年 7 月 18 日からの弁護

士及び公認会計士等の外部専門家による原価付け替えの実態把握のための調査の結果、複数の拠点に

おいて原価付け替えが行われていたこと、また、売上の前倒し計上の疑義もあること、これらが過年

度においても行われていた疑義があることが判明いたしました。 
そのため、当社は、下記３．「特別調査委員会の構成」記載の特別調査委員会を設置して徹底した調

査を行う必要があるものと判断し、当社と利害関係を有しない外部の有識者によって構成する特別調

査委員会を設置することといたしました。 
 
２．特別調査委員会の設置の目的 

① 本事案に関する事実関係の調査 
② 本事案に類似する事象の有無の調査 
③ 財務諸表への影響検討 
④ 本事案の原因分析及び再発防止策の提言 
⑤ その他、特別調査委員会が必要と認める事項 

 
３．特別調査委員会の構成 

委員長：弁 護 士 小澤 徹夫（東京富士法律事務所） 
委 員：弁 護 士 中村 克己（国広総合法律事務所） 
委 員：公認会計士 藤田 大介（株式会社 KPMG FAS） 

 



４．2023 年９月期第３四半期決算短信開示の延期 
当社は、2023 年９月期第３四半期決算短信開示について、2023 年８月 14 日に行うべく準備を進

めてまいりましたが、特別調査委員会の調査日数、監査法人の監査手続日数に相応の日数が必要とな

り、2023 年 8 月 14 日の 2023 年 9 月期第 3 四半期決算短信開示を延期することといたしました。 
 
５．今後の予定 

現段階において、2023 年９月期第３四半期決算短信の開示時期は未定であり、決定次第、速やかに

お知らせいたします。 
また、複数の拠点において原価付け替えが行われていたこと、売上の前倒し計上の疑義もあること、

これらが過年度においても行われていた疑義があることが判明したことにより、重要な事項について

虚偽の表示が生じる可能性のある誤謬又は不正による重要な虚偽の表示の疑義が識別されたことで、

追加的なレビュー手続きが必要となるため、2023 年 9 月期第 3 四半期報告書の提出期限である 2023
年 8 月 14 日までに、2023 年 9 月期第 3 四半期連結財務諸表のレビュー報告書を受領することができ

ません。したがいまして、2023 年８月 14 日が提出期限の 2023 年９月期第３四半期報告書の提出に

つきましては、提出期限の延長申請を含めて検討中でありますので、詳細が決定次第、速やかにお知

らせいたします。 
当社は、特別調査委員会による調査に全面的に協力し、実態の解明に努めてまいります。特別調査

委員会による調査結果は、調査報告書を受領次第、速やかにお知らせいたします。 
 
６．業績に対する影響 

特別調査委員会による調査の結果、当期の業績予想の修正が必要となった場合には、速やかにお知

らせいたします。 
 
株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますこと、

深くお詫び申し上げます。 
 

以 上 


